
亀山市告示第１３３号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項の規

定により、令和８年度亀山市一般廃棄物処理実施計画を次のとおり定めたので、亀山市

廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年亀山市条例第９８号）第１３条第１項

の規定により告示する。 

令和８年５月１３日 

亀山市長  櫻 井 義 之 
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令和８年度亀山市一般廃棄物処理実施計画 

１ 目的 

   本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」

という。）第６条第１項の規定により定めた一般廃棄物の処理に関する基本計画の実施のため

に必要な令和８年度の計画及び事業を定め、一般廃棄物の減量化及び適正かつ効率的な処理

を図ることを目的とする。 

 

２ 計画区域 

   亀山市全域 

 

３ ごみ処理実施計画 

 

（１）ごみ分別区分 

分別区分 主なもの 

一般ごみ 生ごみ、紙類、草木類、革製品、ビニール製の容器類、ガラス類・食器類、ゴム類・

プラスチック類、衣類ほか 

破砕粗大ごみ 家電製品、金属類、家具類、軽車両、鏡、陶磁器類、缶類、布団・じゅうたん類、

長尺物ほか 

 危険ごみ ガス缶・スプレー缶、ライター、小型充電式電池・小型充電式電池を取り外すこと

が困難な充電式家電 

 有害ごみ 蛍光ランプ、水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計、小型充電式電池以外の電池類

（乾電池・ボタン電池・コイン電池・リチウム一次電池） 

可燃系資源ごみ 新聞、ダンボール、雑誌・本・パンフレット、飲料用紙パック、古布・毛布、雑が

み 

不燃系資源ごみ 飲料用缶、茶色びん、無色透明びん、リターナブルびん、その他色びん 

直接搬入ごみ バッテリー、タイヤ、がれき類、廃材ほか事業活動に伴い発生するごみ 

ペットボトル・白色ト

レイ 
ペットボトル、ペットボトルのふた、食品用白色トレイ  

使用済小型家電 ノートパソコン・ハードディスク、タブレット端末、ゲーム機、携帯電話・スマー

トフォン・モバイルバッテリー、デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ、電子辞

書、電卓、携帯音楽プレーヤー 

 

（２）一般廃棄物の発生量の見込み   

廃棄物の種類 排出量 
内訳 

家庭系ごみ 事業系ごみ 

一般ごみ １３，６８０ｔ １０，４４１t ３，２３９t 

破砕粗大ごみ １，９６８ｔ １，９４６t ２２t 

資源ごみ ４５３ｔ ４４２t １１t 

合計 １６，１０１ｔ １２，８２９t ３，２７２ｔ 

資源回収団体回収量 ４１１ｔ   

 

 



3 

 

（３）総発生量に対する発生原単位及びリサイクル率目標値 

発生原単位 リサイクル率 

９０３ｇ/人・日 ３４．９％ 

 

（４）収集運搬計画 

ア 家庭系一般廃棄物 

（ア）家庭系一般廃棄物の処理 

    家庭系一般廃棄物はごみ収集カレンダーにより市において収集・運搬を行い、又は排出

者自ら運搬し、市において処分を行う。 

 

（イ）収集方法 

種類 
収 集 

見込み量 
収集主体 収集回数 収集方法 搬入先 

一般ごみ ８，７２８t 
市 

委託業者 
週２回 ｽﾃｰｼｮﾝ回収 亀山市総合環境センター 

破砕粗大ごみ ４３９ｔ 委託業者 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ回収 亀山市総合環境センター 

可燃系資源ごみ 

４００t 

委託業者 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ回収 亀山市総合環境センター 

不燃系資源ごみ 委託業者 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ回収 亀山市総合環境センター 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・白色ﾄ

ﾚｲ 
委託業者 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ回収 亀山市総合環境センター 

使用済小型家電 １t 市 随時 拠点回収 亀山市総合環境センター 

 

 

（ウ）収集・運搬（法第６条の２第２項に規定により委託した者） 

内   容 事業者名・団体名 所在地・代表者住所 

１．家庭ごみ収集・運搬委託 

２．農業集落排水施設汚泥

搬出委託 

有限会社亀山野崎清掃社 亀山市北鹿島町３番２１号 

有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番地 

有限会社井田川清掃  亀山市和田町１２６７番地の７ 

有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

公共施設一般廃棄物 

収集・運搬委託 

有限会社井田川清掃 亀山市和田町１２６７番地の７ 

有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

１．ふれあい農園収集・運搬 

委託 

２．ポケットパーク等管理委託 

公益社団法人 

亀山市シルバー人材センター 
亀山市東町一丁目１番７号 
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イ 事業系一般廃棄物 

（ア）事業系一般廃棄物の処理 

    事業系一般廃棄物の処理は原則として排出者自らの責任において自ら廃棄物処理施設に

直接搬入するか、一般廃棄物処理業者に収集運搬を委託し、適正に処理するものとする。 

 

 

（イ）一般廃棄物収集運搬許可業者（法第７条第１項の規定により許可を受けた者） 

許可番号 事業所名 住 所 電話番号 備考 

亀山２６ 

第０１号 
みどり清掃有限会社 津市一身田平野６６５番地 059‐232‐1333  

亀山２６ 

第０２号 

中谷商店  

中谷恵美子 

亀山市関町木崎１４２５番

地 
0595‐96‐0334  

亀山２６ 

第０３号 

有限会社 

亀山野崎清掃社 
亀山市北鹿島町３番２１号 0595‐82‐0822 

家電リサイクル法対

象品に限る。 

亀山２６ 

第０５号 
有限会社井田川清掃 

亀山市和田町１２６７番地

の７ 
0595‐82‐2006 

関地区公共施設一般

廃棄物および家電リ

サイクル法対象品に

限る。 

亀山２６ 

第０６号 
有限会社三功 津市戸木町５０１２番地 059‐255‐5177  

亀山２６ 

第０９号 
株式会社フジコウ 鈴鹿市住吉町８４４０番地 059‐378‐5150  

亀山２６ 

第１１号 
有限会社豊田衛生 

亀山市阿野田町１８７０番

地 
0595-82-1738 

家電リサイクル法対

象品に限る。 

亀山２６ 

第１２号 
株式会社大京産業 

四日市市大治田三丁目５番

１１号 
059-348-7878  

亀山２６ 

第１３号 
株式会社向陽 津市森町１９２２番地１ 059-252-1300  

亀山２６ 

第１７号 
有限会社大邦興業 

鈴鹿市安塚町１３５０番地

の５３ 
059-381-2277  

亀山２５ 

第２２号 

有限会社 

WEST グループ 

鈴鹿市南玉垣町字玉垣６２

９１番地１ 
059-381-1717  

亀山２５ 

第２４号 

中部メディカル 

有限会社 

名古屋市北区楠町大字喜惣

治新田字中島３４０番地 
052-901-1310  

亀山２５ 

第２５号 

有限会社 

進栄サービス 

四日市市中野町２０１０番

地 
059-339-7000  

亀山２５ 

第２６号 
株式会社カンセイ 

鈴鹿市北玉垣町５８番地の

１ 
059-382-1265  
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亀山２５ 

第２８号 

株式会社 

東海環境サービス 

四日市市大井の川町二丁目

１４番地 
059-345-5311 

 

亀山２５ 

第３０号 
株式会社ウエスギ 

四日市市天カ須賀新町１番

地３２ 
059-365-6800  

亀山２６ 

第３３号 

有限会社 

三栄金属商会 

鈴鹿市北玉垣町１９２９番

地の１ 
059-384-7423  

亀山２５ 

第３５号 

マックメタル 

株式会社 

伊勢市村松町１３８２番地

１ 
0596-37-5168  

亀山２５ 

第３７号 

浅井東海物流 

株式会社 

四日市市新正三丁目１番５

号 
059-353-3747  

亀山２５ 

第３８号 
株式会社鈴友 

鈴鹿市三日市三丁目２３番

１３号 
059-382-1564  

亀山２５ 

第３９号 
マルゼン有限会社 津市大倉１３番２６号 059-228-9036  

亀山２５ 

第４０号 

三重中央開発 

株式会社 

伊賀市予野字鉢屋４７１３

番地 
0595-20-1119  

亀山２６ 

第４２号 
株式会社鈴浄会 

鈴鹿市東玉垣町５００番地

の１１２ 
059-382-0649  

亀山２６ 

第４３号 
有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 0595-96-0814 

亀山地区公共施設一

般廃棄物および家電

リサイクル法対象品

に限る。 

亀山２５ 

第４４号 
朝日金属株式会社 

名古屋市北区六が池町５５

５番地 
052-901-2111  

亀山２６ 

第４６号 
株式会社イトジュ 四日市市川原町１番３号 059-331-3252  

亀山２５ 

第４７号 
有限会社ダストパン 

松阪市新松ヶ島町１８９番

地２２ 
0598-61-1877  

亀山２５ 

第４８号 
エムテック株式会社 松阪市桂瀬町２１７番地１ 0598-36-0407  

亀山２６ 

第５０号 
鈴木清掃 鈴木清 

津市芸濃町椋本８９２番地

１３５ 
090-8474-4148  

亀山２６ 

第５３号 

きれいずき 

サービス株式会社 

津市香良洲町５６５０番地

の１ 
059-292-6211  

亀山２６ 

第５５号 
株式会社サカモト 

津市雲出本郷町１８０５番

地 
059-234-6600  

亀山２５ 

第５７号 

社会福祉法人 

伊勢亀鈴会 

鈴鹿市八野町字天伯４２８

番地の１ 
059-378-6666  

亀山２５ NHS 名古屋株式会社 名古屋市千種区内山三丁目 052-733-1615  
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第５８号 ７番３号 

亀山２６ 

第６５号 
有限会社アラカワ 

四日市市楠町北五味塚１１

４番地の１ 
059-397-5600  

亀山２６ 

第６６号 
株式会社マサキ 

名張市朝日町１５０８番地

３ 
059-397-5600  

亀山２６ 

第６７号 
FLAT SERVICE 平泰 

亀山市太岡寺町５３６番地

４２ 
0595-82-2440  

亀山２６ 

第６８号 
株式会社信誠興業 

鈴鹿市東玉垣町５００番地

５０ 
0595-82-2440  

亀山２５ 

第６９号 
有限会社安芸土木 

津市安濃町草生４３６１番

地 
059-268-4128  

亀山２５ 

第７１号 

スーパーサンシ 

株式会社 

四日市市河原田町１３０１

番地 
059-373-4034  

亀山２５ 

第７２号 

有限会社ふじ 

クリーンサービス 

鈴鹿市東磯山一丁目２４番

２１号 
059-386-6604  

亀山２６ 

第７５号 
有限会社サトー工業 

員弁郡東員町大字筑紫３３

９番地 
0594-76-3265  

亀山２６ 

第７６号 

株式会社 

グリーンワークス 

伊賀市炊村１１８７番地の

１７ 
0595-46-0077  

亀山２６ 

第７８号 
株式会社真宮 

桑名市大字小貝須１０５０

番地８ 
0594-24-8886  

亀山２６ 

第８１号 

株式会社山商 

グループ 

亀山市関町富士ハイツ９９

８番地７６ 
0595-96-2225  

亀山２５ 

第８２号 

宮古島建設工業 

株式会社 
四日市市波木町４９１番地 059-321-1272  

亀山２５ 

第８４号 
株式会社トゥエルブ 

亀山市南野町２番１８-１

号 
090-5876-0763  

亀山２５ 

第８６号 
株式会社センシン 

四日市市宮東町三丁目３４

番地１ 
059-347-0899  

亀山２５ 

第８７号 
株式会社尾﨑工業 

鈴鹿市国府町８８３番地１

２ 
059-395-6907  

亀山２５ 

第９０号 
株式会社佐藤商店 

鈴鹿市大池３丁目１０番１

０号 
059-378-2540  

亀山２６ 

第９１号 
株式会社スタート 

松阪市駅部田町８９１番地

３ 
0598-31-2639  

亀山２６ 

第９２号 

コーエイリーフ 

株式会社 
四日市市川尻町１００番地 059-347-5231  
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亀山２６ 

第９５号 
株式会社 kousui 津市白塚町２４４３ 090-7699-1409  

亀山２６ 

第９９号 

宮古島環境サービス

有限会社 
鈴鹿市末広西２番７ 059-383-0725  

亀山２６ 

第１００号 
株式会社三重平安閣 鈴鹿市三日市町９６０ 0120-11-9540  

亀山２５第

第１０４号 

株式会社 

エコ・プランニング 
亀山市中庄町６３０番地 0595-83-3330  

亀山２５ 

第１０５号 
株式会社飯田商事 

亀山市関町小野字下門田１

５３番地 
0595-96-1686  

亀山２５ 

第１０６号 
株式会社山商 津市芸濃町林４６２番地１ 059-261-1256  

亀山２５ 

第１０７号 
エム・ケイ合同会社 津市大園町１５番２７号 059-227-8177  

亀山２５ 

第１０８号 
株式会社稲垣 津市榊原町１４５３０番地 059-261-1476  

亀山２５ 

第１０９号 
KTS 株式会社 津市幸町２６番１５号 059-213-3773  

亀山２５ 

第１１０号 
株式会社 KYS 

四日市市新正二丁目１０―

２ 
059-340-7771  

亀山２５ 

第１１１号 
有限会社阪組 

津市河芸町中別保２４１０

番地１ 
059-245-2895  

亀山２５ 

第１１２号 
椋本運送有限会社 

津市芸濃町椋本５８１５番

地の２ 
059-265-2075  

亀山２６ 

第１１６号 
株式会社はじめ 

桑名市大字西金井字南谷４

９７番地 
0594-41-2866  

亀山２６ 

第１１７号 
株式会社 LIFE DOOR 津市中央９番１号 059-273-5075  

亀山２５ 

第１１９号 
株式会社ミナミ金属 津市港町１２番１７号 059-253-1551  

亀山２５ 

第１２０号 
合同会社リバース 

津市出雲長常町１２９４番

地 
059-234-2498  

亀山２５ 

第１２１号 
株式会社柏新 

四日市市蒔田二丁目８番４

号 
059-329-6507  

亀山２５ 

第１２２号 
有限会社ソーシン 

亀山市みずきが丘３２番地

３ 
0595-83-0287  

亀山２５ 株式会社カシマ工業 亀山市南鹿島町２５番１８ 0595-87-0644  
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第１２３号 号 

亀山２５ 

第１２４号 

株式会社 

ディーベース 

四日市市西山町７７４１番

地６ 
090-8337-4270  

亀山２５ 

第１２５号 
三宅 崇司 

松阪市駅部田町７０４番地

１５ 
090-4851-9825  

亀山２５ 

第１２６号 

株式会社 

オアシス.サービス 

名古屋市南区本地通七丁目

９番地の１ 
052-821-2967  

亀山２６ 

第１２８号 

マイヅル建設 

酒井 道悦 

鈴鹿市石薬師町４５２番地

の１５７ 
052-821-2967  

亀山２６ 

第１２９号 
株式会社やまいそ 

鈴鹿市白子町１４８７番地

の１ 
090-5631-0495  

亀山２６ 

第１３０号 
株式会社 barrier 亀山市亀田町３５３－１ 0595-98-5000  

亀山２６ 

第１３２号 

株式会社エクスライ

フ． 
鈴鹿市稲生３丁目４－１５ 059-344-7448  

亀山２５ 

第１３３号 
株式会社 MST 津市藤方２６１６番地３ 059-202-8369  

亀山２５ 

第１３４号 
株式会社三鷹 

鈴鹿市自由ヶ丘四丁目１０

番２４号 
059-358-6729  

亀山２５ 

第１３５号 
朝日總業株式会社 

亀山市関町木崎２０１番地

２ 
0595-96-0199  

亀山２５ 

第１３６号 

丸真工業 

丸川 知起 

鈴鹿市南玉垣町５９６６番

地 
090-1414-2332  

亀山２５ 

第１３７号 
株式会社おおきに 

四日市市赤堀南町４番１３

号 
059-318-3519  

亀山２５ 

第１３８号 
社会福祉法人天年会 

鈴鹿市地子町字金生水８１

４番地の３０ 
059-383-0955  

亀山２５ 

第１３９号 
宋 敬遠 桑名市和泉６２６番地５ 090-9645-7708  

亀山２５ 

第１４０号 

Laroute 

大場 裕介 

鈴鹿市国府町４９３５番地

７５ 
059-367-0571  

亀山２５ 

第１４１号 
株式会社 HIJIRI 

鈴鹿市算所五丁目１９番３

０号 
059-367-7727  

亀山２５ 

第１４２号 
ナンショー株式会社 

桑名市長島町小島６６８番

地２ 
0594-42-1117  

亀山２５ 

第１４３号 
株式会社 OMIYA 

津市久居射場町１０１番地

１ 
059-202-3501  

亀山２６ サポートのマルカン 愛西市大井町新田１８番地 052-446-5111  
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第１４４号 株式会社 １ 

 

（ウ）一般廃棄物処理許可業者（法第７条第６項の規定により許可を受けた者） 

許可番号 事業所名 住 所 電話番号 

亀山２５第８３号 
株式会社シラキクラ

フト 
亀山市白木町３３６５番地２ ０５９５-９６-８８００ 

亀山２６第１２７号 長沼商事株式会社 所沢市林１丁目３０６番地の７ ０４-２９４７-８８７０ 

 

 

（５） 市で収集・処理しないごみ（適正処理困難物） 

分類・区分 品      目 

特定家庭用機器再商品化法の対象機器として指定さ

れたもの 
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンデ

ィショナー 

爆発引火等の危険があるもの 火薬類、オイル・ガソリン・灯油・軽油等の廃油、消火器、 

LP ガスボンベ 

塗料又は毒性のあるもの ペンキ・シンナー類、農薬、毒物、肥料 

感染のおそれのある医療系一般廃棄物 注射針等家庭から発生する感染のおそれのある医療系廃棄

物 

その他 

液体類、焼却灰、土砂、汚物、乗用車および二輪自動車以外

のタイヤ、長さ２ｍを超えるもの（金属くずを除く）、大き

さ 30cm を超える瓦礫類・自然石、二輪車等、市で処理する

ことが困難と認められるもの 

 

 

 

 

 

 

 

（６） 中間処理計画 

ア． 一般廃棄物の処理量、処理主体及び処理方法  

廃棄物の種類 処理見込量 
中間処理 

処理主体 処理方法 

一般ごみ １３，７３２ｔ 市 
溶融（スラグ・メタル、溶融飛

灰は資源化） 

破砕粗大ごみ 

危険ごみ 

６７６ｔ 

適正処理事

業者 
資源化・適正処理 

有害ごみ 

上記以外 
市 

破砕、溶融（破砕後の金属

屑及び溶融飛灰は資源化） 

再生事業者 資源化（金属くず） 
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資源ごみ 

紙類 １，０１３ｔ 再生事業者 資源化 

古布・毛布 １０ｔ 再生事業者 資源化 

飲料用缶 ５９ｔ 
市 選別 

再生事業者 資源化 

びん類 ２７２ｔ 再生事業者 資源化 

ペットボトル ８９ｔ 
市 圧縮・梱包 

再生事業者 資源化 

食品用白色トレイ ２ｔ 再生事業者 資源化 

プラスチック類 ２４８ｔ 再生事業者 資源化 

集団回収（紙類・び

ん類・古繊維） 
４１１ｔ 再生事業者 資源化 

合  計 １６，５１２ｔ  

 

 

イ．ごみの処理委託の概要 

  （ア）市委託による他自治体への搬出 

受入自治体 処理を行う者 廃棄物の種類 処理方法 処理見込量 

大牟田市 三池製錬株式会社 溶融飛灰 再資源化 ２００ｔ 

名古屋市 中部リサイクル株式会社 溶融飛灰 再資源化 ５００ｔ 

倉敷市 
JFE 条鋼株式会社 

水島製造所 
スプリングマットレス 

再資源化 
１０t 

四日市市 有限会社勝山商店 その他色びん 再資源化 ３０ｔ 

大阪市・北見市 

（広域認定等業者に

よるもの） 

野村興産株式会社 

関西営業所 

水銀含有物（廃蛍光管・

乾電池等） 

中間処理・

処分 
１４ｔ 

松阪市 株式会社機殿環境社 低品位小型家電 再資源化 ２ｔ 

  

 （イ）市委託以外（事業所等）による他自治体への搬出 

受入自治体 処理を行う者 廃棄物の種類 処理方法 処理見込量 

伊賀市 株式会社大栄工業 生ごみ 
堆肥化・メタ

ン化 
３３ｔ 

津市 有限会社三功 動植物性残渣 堆肥化 １９１．４２ｔ 

菰野町 有限会社勝川木材 
刈草 

剪定枝 
再資源化 １２０ｔ 

川越町 日本ウエスト東海株式会社 木くず 燃料化 １２ｔ 
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 （ウ）他市からの受入 

搬入自治体 処理を行う者 廃棄物の種類 処理方法 処理見込量 

亀岡市 長沼商事株式会社 ライター 無害化処理 ２ｔ 

朝日町・川越町 長沼商事株式会社 
スプレー缶 

ライター 
無害化処理 

５ｔ 

０．２ｔ 

磐田市 長沼商事株式会社 
スプレー缶 

ライター 
無害化処理 

３３t 

０．６t 

春日井市 長沼商事株式会社 
スプレー缶 

ライター 
無害化処理 

４０ｔ 

３ｔ 

鈴鹿市 

長沼商事株式会社 スプレー缶 無害化処理 ５１.０t 

株式会社 

三重クリエート 
廃タイヤ 再資源化 ５ｔ 

四日市市 

株式会社シラキクラフト 
刈草 

剪定枝 
堆肥化 

１，６６５ｔ 

６１．５ｔ 

長沼商事株式会社 
スプレー缶 

ライター 
無害化処理 

６０ｔ 

３ｔ 

奥香肌広域 長沼商事株式会社 スプレー缶 無害化処理 １１ｔ 

敦賀市 長沼商事株式会社 
スプレー缶 

ライター 
無害化処理 

２７ｔ 

１．７ｔ 

京田辺市 長沼商事株式会社 スプレー缶 無害化処理 １８ｔ 

乙訓環境衛生組合 
株式会社 

三重クリエート 
廃タイヤ 再資源化 １４１本 

彦根市 長沼商事株式会社 スプレー缶 無害化処理 ２t 

府中市 長沼商事株式会社 
スプレー缶 

ライター 
無害化処理 

５７ｔ 

５ｔ 
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（７）一般廃棄物の発生の抑制のための方策 

「抑制する」 

①ごみの排出抑制に関する周知・啓発活動等の実施 

・広報かめやま、ホームページ、各種イベント等における周知・啓発 

・関連団体と連携した取り組みによる食品ロス削減に関する啓発 

②ごみの排出抑制に関する取組の推進 

・ごみダイエットサポーター（亀山市廃棄物減量等推進員）との協働 

・食品ロス削減の仕組みづくり 

・家庭における食品ロスの発生状況に関する調査結果を踏まえた効果的な対策の検討・実

施 

・衣類等の店頭回収を行っている小売店に関する情報発信 

・マイボトルやマイ箸の利用の促進 

・詰め替え商品の積極的利用の周知啓発 

・市民・事業者における生ごみ処理容器の積極的利用の促進 

「再使用する」 

①ごみの再使用に関する周知・啓発活動等の実施 

・広報かめやま、ホームページ、各種イベント等における周知・啓発 

・グリーン購入に関する周知・啓発 

・家庭用使用済インクカートリッジの再使用を促進するため、メーカーが設置する回収ボ

ックスの利用に関する情報発信と啓発 

・使用済の小型充電式電池（リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電子、小型

シール鉛蓄電池）について、小売店や市が設置する回収ボックスの積極的な利用促進 

・家庭で使わなくなった家財について、リサイクルショップ等の利用促進 

②公共工事におけるリサイクル資材等の利用推進 

・市で購入する物品等について、グリーン購入の推進 

 

「再生利用する」 

①ごみの再生利用に関する周知・啓発活動等の実施 

・広報かめやま、ホームページ、各種イベント等における周知・啓発 

②ごみの再生利用の拡大 

・山元還元方式による溶融飛灰の全量再資源化の継続 

・雑がみの分別収集の本格実施に伴い、一般ごみから資源ごみへの排出転換の促進及び資

源化量の拡大 

・資源物の集団回収活動の現行制度の見直し 

・刈り草コンポスト化センターの利用促進 

・家庭や事業所から排出されるプラスチックごみの減量と循環の促進 

・羽毛布団や使用済小型電子機器、小型充電式電池などのピックアップ回収又は拠点回収

しているごみの効果的な回収方法の検討 
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「適正に処理す

る」 

①ごみの安全・安心で安定的な収集・運搬の実施 

・市が実施する家庭系ごみの収集・運搬について、安全かつ効率的な体制の継続 

・自治会等が設置する塵芥集積施設の整備等の支援 

・自治会等が管理する野積みごみ集積所の整備等の支援 

・搬入される事業系ごみの確認を行い、事業所に対する適正排出指導の徹底 

・塵芥集積施設からの資源物の持ち去り行為の監視パトロールの実施 

②ごみの種別に応じた適正処理の推進 

・ごみの種別に応じた適切な中間処理 

・溶融飛灰の山元還元方式による全量再資源化の継続 

・災害廃棄物の適切かつ迅速な処理 

・大規模災害時に備え、現在保管している固化飛灰の処理 

・八輪衛生公苑最終処分場の掘起し量を整理、今後の処理作業の方向性の検討 

・ごみ溶融処理施設の長寿命化計画に基づく大規模整備工事の実施 

③ごみ処理施設の整備等に関する検討 

・次期ごみ処理施設の在り方の検討や調整 

・現有ごみ溶融処理施設の稼働計画最終年度まで破砕粗大ごみの安定した処理を継続する

ため、両施設の延命化工事又は民間廃棄物処理業者への処理委託等検討 

④ごみ処理に関する情報の公開 

・ごみ処理に関する情報等の発信によるごみ処理の透明性の確保 

 

（８）処理施設の概要 

ア 中間処理施設 

施設名 関 連 施 設 所 在 地 方 式 能 力 

亀
山
市 

亀山市

総合環

境セン

ター 

溶融処理施設 亀山市布気町４４２番地 
シャフト炉式

ガス化溶融 

４０t/２４h 

×２炉 

破砕粗大ごみ 

処理施設 
亀山市布気町４４２番地 

衝撃回転式破

砕・切断機 
３０t/５h 

適正処理困難物 

二軸破砕施設 
亀山市布気町４４２番地 二軸破砕 １２t/５h 

ペットボトル 

圧縮梱包機施設 
亀山市布気町４４２番地 圧縮・梱包 ２００kg/h 

小動物焼却炉 亀山市布気町４４２番地 焼却 １００kg/h 

施設名 関 連 施 設 所 在 地 方 式 能 力 

(株)

シラ

キク

ラフ

ト 

亀山市

刈り草

コンポ

スト化

センタ

ー 

堆肥化施設 亀山市関町新所１７５番地９ 
破砕・発酵（堆

肥化） 
１７．３t/日 
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イ 最終処分場 

施   設   名 所 在 地 方 式 容 量 

亀
山
市 

亀山市総合環境センター最終処分場 亀山市布気町４４２番地 
ﾌﾚｺﾝｸﾛｰｽﾞﾄﾞ 

ｼｽﾃﾑ 
  ７，０００㎥ 

※平成２２年度から民間業者で資源化処理委託を行っており、本施設での最終処分は行っていない。 

 

（９）清潔の保持について 

  市内の土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。）は、亀山市廃棄物

の処理及び清掃に関する条例第６条第１項に規定する大掃除を１年に１度の目安で実施しな

ければならない。  

 

４ 生活排水処理実施計画 

（１）分別収集の種類、収集量、収集主体、収集回数、収集方法 

種 類 収集見込み量 収集主体 収集回数 収集方法 

し尿 ８８９kl 許可業者 随時 戸別収集 

浄化槽汚泥 １１，５５８kl 許可業者 随時 戸別収集 

 

（２）許可業者 

ア 一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）収集運搬業 

許可番号 事業者名 所在地 

亀山２６第０３号 有限会社亀山野崎清掃社 亀山市北鹿島町３番２１号 

亀山２６第０５号 有限会社井田川清掃 亀山市和田町１２６７番地の７ 

亀山２６第１１号 有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番地 

亀山２６第４３号 有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

 

イ 浄化槽清掃業 

許可番号 事業者名 所在地 

亀山２６第１４号 有限会社亀山野崎清掃社 亀山市北鹿島町３番２１号 

亀山２６第１５号 有限会社井田川清掃 亀山市和田町１２６７番地の７ 

亀山２６第１６号 有限会社豊田衛生 亀山市阿野田町１８７０番地 

亀山２６第４５号 有限会社関清掃 亀山市関町萩原２７２番地 

 

（３）し尿・浄化槽汚泥処理量及び処理施設 

種 類 収集見込み量 処理主体 処理施設 

し尿 ８８９kl 
市 亀山市衛生公苑 

浄化槽汚泥 １１，５５８kl 
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（４）し尿処理施設の概要 

施 設 名 所  在  地 方  式 能   力 

亀山市衛生公苑 亀山市野村町１７８９番地 
標準脱窒素処理方式＋

高度処理方式 
６０kl/日 

 

（５）処理残さについて 

し尿処理施設で発生する処理残さ（し尿残渣・脱水汚泥）は、溶融処理施設で処理を行い、

発生したスラグは全量資源化を行う。処理残渣発生見込量は次のとおり。 

 

処理残さ量 ４２０ｔ 

 


